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①誰もが快適に暮らすことができるまちづくり 

≪暮らし（居住）≫ 

人口減少・超高齢化社会においても、生活

の質を維持し、持続可能な地域社会を構築し

ていくことが求められます。 

このため、誰もが快適に暮らすことができ

るまちづくりの実現を目指します。 

②優れた立地特性を活かした活力ある 

産業と交流のまちづくり ≪産業≫ 

本町は、知多半島中央部に位置し、知多半

島道路により名古屋市や中部国際空港へのア

クセスに優れた立地環境を有しています。 

このため、優れた立地特性を活かした活力

ある産業や活気ある交流が育まれるまちづく

りの実現を目指します。 

③豊かな自然環境・景観資源と調和した 

まちづくり ≪自然・景観≫ 

本町を流れる阿久比川とその両岸に広がる

田園風景などは、本町を代表する優良な地域

資源です。 

このため、豊かな自然環境・景観資源と調

和したまちづくりの実現を目指します。 

 

④災害に強く、安全安心に暮らせるまち 

づくり ≪防災≫ 

発生が懸念される南海トラフ地震や近年頻

発する風水害・土砂災害などの自然災害に備

えることが重要です。 

このため、災害に強く、安全安心に暮らせ

るまちづくりの実現を目指します。 

 

第５章 まちづくりの理念と目標                                

５Ḙ１ まちづくりの理念・将来都市像 

本町におけるまちづくりの理念と将来都市像を次のとおり設定しました。 

 

 

≪まちづくりの理念≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪将来都市像≫ 

 

 

 

 

  

『暮らし、産業、自然を育み 未来につながるまち』 

阿久比町が持つ地域資源や魅力を最大限に活かし、阿久比ならではの“暮らし”“産業”“自然”

を実現・実感できる、住む人、訪れる人に選ばれる持続可能なまちを目指します。 
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①誰もが快適に暮らすことができる生活環境の形成 

②対流・交流を促し、新たな活力を生み出す産業環境の形成 

③豊かな自然環境を保全し、共生する都市環境の形成 

④自然災害への事前対策の強化による安全安心な防災環境の形成 

⑤地域がまちづくりの主体となる協働環境の形成 

５Ḙ２ まちづくりの基本方針 

将来都市像の実現に向けたまちづくりの基本方針を次のとおり設定しました。 

また、持続可能でよりよい世界を目指す国際目標（SDGs）との関係性について整理しました。 

 

≪まちづくりの基本方針≫ 

  

既成市街地などにおいて、地域性に配慮した居住環境や生活サービス機能の維持・更新を図り、

身近な生活圏で暮らすことができる環境の形成を図ります。 

幹線道路や生活道路の整備、公共交通サービスの機能強化を進め、快適に移動できる環境の整備

を図ります。 

人口動向などに配慮し、公共施設の適切な維持・管理や配置、空家なども含む既存ストックの活

用促進に取り組み、都市経営の安定化を図ります。 

 

  

知多半島道路の広域交通利便性を活かした新たな産業の誘致や観光・交流拠点の形成を図ります。 

既存産業基盤の維持・強化を図るほか、地域の自然環境や歴史・文化資源を活かした観光・交流

の促進を図ります。 

優良農地の保全や農地の有効活用・付加価値化を図るなど、農業の振興・活性化に努めます。 

 

  

適正な土地利用を誘導し、既存の自然環境・景観資源の維持・保全を図ります。 

既存の自然環境・景観資源と調和した水や緑、生き物を身近に感じられるうるおいある都市空間

の形成を図ります。 

 

  

ハード面・ソフト面の防災・減災対策の強化により、災害に強い地域環境の形成を図ります。 

河川改修、急傾斜地崩壊対策のほか、建物の不燃化・耐震化を図ります。 

地域住民への防災マップや災害情報などの積極的な情報提供・周知に取り組み、自主防災意識の

向上と地域の防災活動の活性化を図ります。 

 

  

官民連携や住民主体のまちづくりを推進し、地域コミュニティの維持・醸成を図ります。 

高齢者や子育て世帯などの地域住民が積極的にまちづくりに参加できる体制構築を図ります。 
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５Ḙ３ 将来フレームの設定 

「第６次阿久比町総合計画」との整合のもと、将来（目標年次：令和 12 年（2030 年））の概

ねの人口・産業規模の算出を行いました。 

 

 

（１）将来人口推計結果 

「第６次阿久比町総合計画」における将来人口推計結果から、本計画の目標年次の人口を

29,090 人に設定します。 

 

＜将来人口の設定＞ 

 2015 年（平成 27 年） 

実績値 

2030 年（令和 12 年） 

目標年次 

総人口 

（都市計画区域内人口） 
27,747 人 29,090 人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「移動率」：Ｈ25 国立社会保障・人口問題研究所準拠（陽なたの丘の宅地分譲による転入増加は見込まない） 

※「出生率」：1.80 で設定 
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（２）将来土地利用フレーム 

本計画の目標年次において、必要な市街地規模の算出結果は次のとおりです。 

 

 

①住居系市街地の将来フレーム 

目標年次（令和 12 年（2030 年））における市街化区域の人口は約 22,870 人となり、市街

化区域の可住地人口密度は、世帯人員の減少などの影響により約 72.9 人/ha になる見込みです。 

そのため、市街化区域内において、現在の市街化区域に収容できない人口（新たに増加する人

口（拡大人口））は約 4,000 人と想定され、市街化区域内の低未利用地などを差し引くと、新た

に必要な市街化区域の面積（拡大面積）は約 10ha となります。 

 

＜住居系市街地の将来フレームの算出方法＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

①現況の市街化区域人口 

20,935 人 （2015 年） 

③現在の市街化区域の可住地面積 

258.7ha （2018 年） 

②将来の市街化区域人口 

約 22,870 人 （2030 年） 

④将来の市街化区域の可住地人口密度 

約 72.9 人／ha （2030 年） 

⑤現在の市街化区域に収容できる人口 

約 18,860 人 （2030 年） …③×④ 

⑦必要となる市街化区域の拡大面積 

約 55ha （2030 年） …⑥÷④ 

※低未利用地：農地、山林、平面駐車場、建物跡地等 

※可住地面積：総土地面積

から林野面積及び湖沼

面積を差し引いた面積 

⑥現在の市街化区域に収容できない人口 

（新たに増加する人口（拡大人口）） 

約 4,000 人 （2030 年） …②－⑤ 

⑨過不足面積 

（新たに必要な市街化区域の面積（拡大面積）） 

約 10ha （2030 年） …⑦－⑧ 

⑧現在の市街化区域内の低未利用地のうち、 

住宅等への転換が見込まれる面積 

約 45ha 

※現在の市街化区域の可

住地人口密度：83.8 人／

ha （2018 年） 

※都市計画基礎調査

の結果による 
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②産業系市街地（工業系・商業系）の将来フレーム 

目標年次（令和 12 年（2030 年））における本町の総生産額は約 1,198 億円となり、敷地あ

たりの総生産額は約 10.7 億円/ha となる見込みです。 

そのため、将来に必要となる産業用地の面積は約 86.1ha であり、現在の産業用地面積を差し

引き、かつ平均有効宅地率を考慮した結果、新たに必要な産業用地の計画面積（拡大面積）は約

38ha となります。 

 

＜産業系市街地の将来フレームの算出方法＞ 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

①現在の総生産額 

788 億円 （2022 年） 

②将来の総生産額 

約 1,198 億円 （2030 年） 

※商業用地：業務施設、物販店、飲食店、宿泊施設、娯楽・遊戯施設 

※工業用地：運輸倉庫施設、工業施設、危険物貯蔵・処理施設 

⑤産業用地割合 76.9％ （2023 年） 

※産業用地割合：商業用地及び工業用地に占める産業用地

面積の割合 

④将来必要となる商業用地及び工業用地の面積 

約 112.1ha （2030 年） …②÷③ 

③将来の商業用地及び工業用地の敷地あたり総生産額 

約 10.7 億円/ha （2030 年） 

⑥将来必要となる産業用地面積 

約 86.1ha （2030 年） …④×⑤ 

※産業用地面積：市街化区域内の商業施設

用地（1ha 以上）と工業専用地域内の工業

施設用地の合計 

⑦現在の産業用地面積 54.8ha （2023 年） 

⑨過不足面積 

（新たに必要となる産業用地の計画面積（拡大面積）） 

約 38ha （2030 年） …（⑥－⑦）÷⑧ 

⑧平均有効宅地率(工業：84.8% 商業:77.4%)  

⑥－⑦将来までに増加する産業用地面積 

    約 31.4ha （工業：約 25.6ha 商業：約 5.8ha）  

市町村内総生産額の成長率  

3.8％/年（2012 年～2022 年の平均成長率） 


